
定期報告書の添付書類【その１】　

農場名 飼養衛生管理者

１　農場の平面図　

踏み込み消毒槽 手指消毒装置　（ハンドスプレー） 衛生管理区域

看板設置（部外者の立入禁止） 飼料タンク 噴霧器 石灰帯

衛生管理区域をどのように境界（区切り）しているか。（複数の場合は位置を平面図に記入）

柵 生け垣 ロープ コーン・コーンバー プランター

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

注意 1.衛生管理区域及びその出入口を明示すること。

2.消毒設備の設置箇所を明示すること。　

3.既存の農場平面図等に必要事項を明示し別紙で提出しても可。



定期報告書の添付書類【その２】　

農場名 飼養衛生管理者

衛生管理区域の出入口付近に看板を設置している

衛生管理区域の出入口付近に門又はゲートを設置している

衛生管理区域の出入口に監視モニターを設置（又は監視員を配置）している

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３　衛生管理区域の出入口付近に設置した消毒設備の種類

消毒設備の種類

衛生管理区域入口 動噴 車両消毒槽 石灰帯 手指消毒 その他

（ ）

４　畜舎ごとの家畜の飼養密度　

番号

注意 1.畜舎名は農場の平面図（添付書類【その１】）に記された畜舎の名称を記入する。
2.飼養密度は、「家畜を収容している最小単位の区画の床面積÷収容頭数」により算出することを

基本とする。例えば、

3.種類は家畜の発育時期による区分等を記入する。
記入例　牛：子牛、育成牛、成牛、豚：子豚、肥育豚、母豚、鶏：育成鶏、採卵鶏、等

4.飼養形態には畜舎構造の特徴を記入する。
記入例 繋ぎ牛舎、フリーストール（単飼・群飼育の別）　、○○階建

平飼い、直立○○段ゲージ　　等
５.記入欄が不足する場合は、裏面に記入するかまたは用紙を複写して用いる。

２　必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせないようにするとともに、
　　衛生管理区域に立ち入った者が家畜に接触する機会を最小限とするための措置
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飼養形態畜舎名 飼養密度(㎡/頭)

設置場所

9

種類床面積（㎡） 頭羽数

7

・区画ごとの床面積や収容頭数が同一でない場合には、「農場内の平均床面積÷平均収容頭数」に
　より算出する
・同一農場で種豚、母豚、育成豚、肥育豚を飼養している場合には、それぞれについて算出する 等

発育時期の区分、
目的など



定期報告書の添付書類【その３】　 （馬牧場については添付の必要はありません）

農場名 飼養衛生管理者

５　家畜伝染病発生時に焼却又は埋却が必要となる場合に備えた土地の確保等の準備

 ① 埋却用地を確保している 「はい」の場合は

７と【その４】９ を記入

 ② 焼却・化製処理のための準備措置を講じている 「はい」の場合は

８と【その４】９を記入

６　５の①、②とも「いいえ」とした場合は、これらを確保するための取組状況を下欄に記入。

７　埋却用地の確保の状況（５の①が「はい」のとき）　

① 埋却用地の所在地

②埋却用地が自己の所有する土地でない場合は以下に記入

ア　その所有者の氏名又は名称 イ　当該土地の利用に関する契約の内容

注意 契約書等書面により確認できるものがあれば写しを添付すること。

③埋却用地の面積・利用状況 ④ 農場から埋却用地までの距離

面積 ㎡ 距離 km

利 用 状 況

８　焼却・化製処理のための準備措置の状況（５の②が「はい」のとき）　

① 焼却施設・化製処理場の名称

② 焼却施設・化製処理場の所在地

③ 農場から焼却施設・化製処理場までの距離

距離 km

はい ・ いいえ

はい ・ いいえ

【参考】飼養衛生管理基準に定められた埋却用地の標準面積。

・ 成牛（月齢が満２４月以上の牛をいう）１頭あたり５平方メートル

・ 肥育豚（月齢が満３月以上のものに限る。）１頭あたり０．９平方メートル

・ 成鶏（日齢が満１５０日以上鶏をいう。）１００羽あたり０．７平方メートル



定期報告書の添付書類【その４】　

農場名 飼養衛生管理者

９ 埋却用地、焼却・化製施設周辺への事前説明 （馬牧場については記入の必要はありません）

①埋却・焼却・化製処理の実施に関する説明の有無及び承諾の有無

説明の有無 ・ 「有」の場合は、下欄に記入

説明の対象者 承諾の有無

・

注意 ７から９については、埋却用地（焼却・化製施設）が複数ある場合は用地(施設）ごとに作成する。

１０　農場ごとに作成する飼養衛生管理マニュアル

飼養衛生管理マニュアルの表紙の写しを添付する。

１１　大規模所有者の追加報告項目 （馬牧場については記入の必要はありません）

 　所有者は「大規模所有者 ※」に該当する ・

「はい」の場合は、
従業員が農林水産大臣が定める一定の症状を確認した場合に、

家畜保健衛生所へ直ちに通報することを規定したものの写しを添付する。

※ 大規模所有者とは、次の頭羽数以上の家畜の所有者をいう。

① 成牛の場合 200頭以上

（成牛とは、満24月以上の牛、ただし、乳用雄および交雑種では満17月以上）

②育成牛の場合 3,000頭以上　　（育成牛とは、成牛を除く満4月以上の牛）

③ 水牛・馬の場合 200頭以上

④ 鹿・めん羊・山羊・豚・いのししの場合 3,000頭以上

⑤ 鶏・うずらの場合 10万羽以上

⑥ 鶏・うずらの場合 10万羽以上あひる・きじ・だちょう・ほろほうろ鳥・七面鳥の場合 1万羽以上

有

はい いいえ

無有

無


